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業務の適正を確保するための体制 

当社グループは、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体

制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。 

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 取締役及び使用人が職務を遂行するにあたり、法令、定款、社内規程及び企業倫理を遵

守した行動をとるための「企業行動憲章」を定め、取締役はこれを率先垂範の上、社内に周知

徹底する。 

② 取締役及び使用人にコンプライアンス研修を実施し、自らのコンプライアンスの知識を

高め、これを尊重する意識を醸成する。 

③ コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のために、通報者の保護を織り込ん

だ内部通報制度の運用の徹底を図る。 

④  コンプライアンスの観点から経営上の問題を監督するために「コンプライアンス・リスク

管理委員会」を設置し、年４回委員会を開催するとともに、重要性の判断に応じて取締役

会に報告する。また、代表取締役・社外取締役・監査等委員意見交換会を年３回実施し、

コンプライアンス経営を強化する。 

⑤ 取締役及び使用人は、反社会的勢力との関係は法令等違反に繋がるものと認識し、反社

会的勢力に対する対応を統括する部署を人事総務部と定めるとともに、警察等関連機関

とも連携し、断固たる態度で反社会的勢力との関係を拒絶・排除する。 

⑥ 金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の

整備・運用及び評価の基本方針を定め、財務報告に係る内部統制が有効に機能するため

の体制を構築する。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是

正を行う。 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報については、法令、文書管理規程及び情報管理規程に基

づき保存管理し、必要に応じて運用状況の検証を行う。 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①  代表取締役を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」は、リスク管理規程、

関連する個別規程、マニュアル等の整備を各部署に求めてリスク管理体制の構築を図り、

定期的に運用状況を確認・評価する。 
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②  各部署は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、各々のリスクに対する未然防

止に努めるとともに、定期的にリスク管理の状況を「コンプライアンス・リスク管理委

員会」に報告する。 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の意思決定並びに取締役会の業務執行状況

の監督等を行う。この他、効率的な意思決定を図り、重要事項に係る議論を深めるため

毎月各２回の執行役員会及び経営会議を開催する。 

②  業務の運営については、毎年度の基本的な経営方針・計画を定め、達成すべき目標を明

確化するとともに、各業務執行ラインは目標達成のために活動するものとする。また、

目標の進捗状況は業務報告において定期的に確認する。 

③  取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については、

全て取締役会に付議することを遵守する。その際、事前に議題に関する十分な資料が全

取締役に配付される体制をとる。 

④  日常の職務執行に際しては、決裁権限規程、業務分掌規程に基づき権限の委譲が行われ、

各レベルの責任者が意思決定ルールに則り、効率的に業務を遂行する体制をとる。 

(5) 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制 

① 子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

子会社で重要な事象が生じた場合には、当該子会社の取締役及び使用人から当社担当取

締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。）に直ちに報告させる。併せて、

子会社の重要な業務執行に関し当社担当取締役に定期的に報告させる。 

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

子会社の事業運営に係るリスクに関し、当社の取締役会において当社担当取締役から報

告する。 

③ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

事業年度ごとに、子会社の経営目標及び予算配分等につき、当社担当取締役と当該子会

社の取締役が協議し決定する。 
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④ 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制 

イ．当社の取締役または使用人が子会社の取締役または監査役を兼務して監督し、当社取

締役会へ業務状況を定期的に報告する。 

ロ．当社の内部統制に準拠し、コンプライアンス経営やリスク管理を徹底する。 

ハ．会計監査人、監査等委員会及び内部監査室は、子会社の会計処理状況、法令・社内規

則の順守状況等を監査する。 

 

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

監査等委員の職務は内部監査室の使用人がこれを補助する。 

 

(7) 前号の使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項

及び監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

監査等委員会の職務を補助する使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、

監査等委員会の事前の同意を得ることにより、取締役（監査等委員である取締役を除く）

からの独立性を確保する。 

また、当該使用人に対し監査等委員会の職務の補助に必要な権限を確保するほか、監査

等委員会の職務の補助に関する当該使用人への指揮権は監査等委員会に委譲されたものと

し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の指示命令は受けないものとする。 

(8) 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体

制その他の監査等委員会への報告に関する事項 

① 監査等委員は、重要な会議に出席または議事録を受領し、これらを通じて監査等委員会

が報告を受ける体制をとっている。 

② 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人ならびに子会社の取締役及び使用

人は、監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに

報告する。 

③ 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人ならびに子会社の取締役及び使用

人は、法令に違反する事実、当社に重大な影響を及ぼす事項など、コンプライアンスや

リスクマネジメントなどに係る事項について、速やかに報告する。 
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(9) 監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制 

① 監査等委員会へ報告を行った取締役及び使用人に対して、当該報告を行ったことを理由

として不利益な取扱いを行うことを禁止している。 

② 当該通報をしたこと自体による不利益な取扱いを禁止していることなど、その旨を当社

使用人に通知徹底する。 

 

(10) 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査等委員がその職務を執行（監査等委員会の職務の執行に限る）するうえで必要な費

用については、監査等委員と協議のうえ毎年度予算措置を行う。また、その他に監査等委

員の業務の執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用及び債務を処理す

る。 

 

(11) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 代表取締役は、監査等委員会と定期的に意見交換会を開催する。 

② 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い内部監査結果の

報告を受ける。 
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

当社では、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システムを整備し、当事業

年度において適切な運用を行っております。主な運用状況については、以下のとおりです。 

 

(1) 取締役の職務執行 

当事業年度において取締役会を16回開催しました。重要事項の意思決定並びに取締役の

業務執行状況の報告・監督等を行っております。この他、効率的な意思決定を図り、重要

事項に係る議論を深めるため毎月各２回の執行役員会及び経営会議を開催し、業務執行の

適正性及び効率性を確保しております。 

また、当社の経営トップと子会社の取締役とは定期的な会合を行い、子会社の重要事項

については、事前の協議・承認を行っております。 

 

(2) 監査等委員の職務執行 

当事業年度において監査等委員会を14回開催しました。監査等委員は監査方針、監査計

画に基づき、業務執行の監査を行っております。 

監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と必要な連携をとるとともに、代表取締役及

び管理本部長との意見交換を定期的に行うなど、会計監査の有効性、効率性を高めており

ます。特に常勤監査等委員は社内の重要会議に積極的に参加するなどして、業務執行が適

切に行われていることを確認するとともに、監査等委員会において、情報を共有しており

ます。また、監査等委員は社外取締役と独立役員相互の意見交換を必要に応じて行ってお

ります。 

 

(3) 内部監査の実施 

社長直轄の内部監査室が、当社グループの業務遂行状態について内部監査計画に基づい

て監査を実施いたしました。また、会計監査人及び監査等委員会と連携し、効率的な内部

監査を行っております。 

また、内部監査室は監査等委員及び管理本部と必要な調整を行い、効率的な内部監査の

実施に努めるとともに、内部監査の状況を月１回、代表取締役及び監査等委員会に報告し

ております。 
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(4) 財務報告に係る内部統制 

内部統制に関する基本計画に基づき内部統制評価を実施しております。内部統制の検査

者及びサブプロセス管理責任者は、内部監査室立会いのもと、プロセス管理責任者に検査

結果を報告するなど、内部統制の実効性を高めております。また、当該評価結果等につい

ては、会計監査人による監査及び取締役会による検証、監査等委員会を経て、法令所定の

手続きにより内部統制報告書として適正に開示しております。 

 

(5) コンプライアンス・リスク管理に関する取組み 

役員及び従業員が職務を遂行するにあたり、法令、定款、社内規程及び企業倫理を遵守

した行動をとるための「企業行動憲章」を定め、毎年、当社グループ内に周知徹底してお

ります。また、コンプライアンスの観点から経営上の問題がないか、代表取締役・社外取

締役・監査等委員意見交換会を年３回実施するとともに、従業員に対するコンプライアン

ス教育の研修を実施するなど、コンプライアンス経営に努めております。 

代表取締役を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」は、リスク管理規

程、関連する個別規程、マニュアル等の整備を各部署に求めてリスク管理体制の構築を図

り、定期的に運用状況を確認・評価しております。 

なお、当社は、他社で起きた事件等についても、当社で起きた場合を想定するなど、随

時リスクの見直しや対応を協議しております。また、当社は、重要なリスクになる可能性

を秘めたこと全てを「コンプライアンス・リスク管理委員会」事務局に報告することを義

務付けるとともに、事務局は必要に応じて下位の「緊急小委員会」を開催するとともに、

適宜、全役員と情報を共有しております。 
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株式会社の支配に関する基本方針 

(1) 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、上場会社として、特定の者による当社の経営の基本方針に重大な影響を与える

買付提案があった場合、それを受け入れるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委

ねられるべきものと認識しております。しかしながら、大規模買付行為等が行なわれる場

合、大規模買付者からの必要かつ十分な情報の提供なくしては、当該大規模買付行為等が

当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益に及ぼす影響を、株主の皆様に適切にご判断

いただくことは困難です。また、大規模買付行為等の中には、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社の価値を十分に反映しているとはいえな

いものもありえます。 

かかる認識の下、当社は、①大規模買付者に株主の皆様のご判断のために必要かつ十分

な情報を提供いただいた上で、株主の皆様が大規模買付行為等に応じるか否かの判断を可

能とする状況を確保すること、②大規模買付者の提案が当社の企業価値ないし株主の皆様

共同の利益に及ぼす影響について当社取締役会が評価・検討した結果を、株主の皆様に当

該提案をご判断いただく際の参考として提供すること、③当社取締役会が大規模買付行為

等又は当社の経営方針等に関して大規模買付者と交渉又は協議を行うこと、あるいは当社

取締役会としての経営方針等の代替案を株主の皆様に提示すること、④必要に応じて株主

の皆様が、大規模買付行為等についてどのように考えているかの確認の場（意思確認のた

めの株主総会の開催）を提供差し上げることが、当社取締役会の責務であると考えており

ます。 

当社取締役会は、このような基本的な考え方に立ち、大規模買付者に対しては、当社の

企業価値ないし株主の皆様共同の利益が最大化されることを確保するため、大規模買付行

為等の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報を提供するよう要求

するほか、当社において当該提供された情報につき適時かつ適切な情報開示を行う等、法

令等及び定款の許容する範囲内において、適切と判断される措置を講じてまいります。 

(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み 

① 企業価値向上への取組み 

フォーマル、ライフスタイルの両事業を通じて、「ウェルビーイングな商品・購入体験の

拡充」の実現に向けて、当社グループを取り巻く事業環境から、３つの課題として、 

「事業領域の拡大」、「事業基盤の整備」、「効率化の追求」に取り組んでおります。具体的には、

第56期報告書「１．企業集団の現況に関する事項」の「(5) 対処すべき課題」をご参照く

ださい。 
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② コーポレート・ガバナンスの強化 

当社は、迅速で正確な経営情報をもとに、経営を取り巻く諸問題に対し的確な意思決定

と業務執行が行えるように運営してまいりたく、2021年３月30日付けで、取締役会の監督

機能を強化するとともに権限移譲による迅速な意思決定と業務執行により、コーポレー

ト・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。取締役会は、監査等委

員でない取締役５名、監査等委員である取締役４名により構成し、うち４名は経営体制の

強化と監督機能充実のために、社外取締役を選任しており、会社の基本方針、法令で定め

られた事項及び経営に関する重要事項について審議・決議するとともに、コンプライアン

スの徹底を図り、業務の執行状況を監督する機関として位置付けております。監査等委員

は取締役に対して適宜意見表明を行ない、内部統制の実効性の確保を図っております。な

お、当社は、執行役員制度を導入しており、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図

っております。 

上記のほか、当社は、最新のコーポレートガバナンス・コードを踏まえながら、コーポ

レート・ガバナンスの強化に鋭意取り組んでおります。 

 

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み 

フリージア・マクロス株式会社（本店所在地：東京都千代田区神田東松下町17番地） 

（以下「フリージア・マクロス社」といいます。）及びその関係者（以下フリージア・マク

ロス社と合わせて「特定株主グループ」といいます。）による大規模買付行為等への対応

策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）は、上記「(1) 会社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に沿って導入し、2024年３月28日開

催の第55回定時株主総会において、本プランの継続についてご承認をいただいたもので

す。本プランは、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化の観点から、「当

社の持分法適用関連会社化及び資本業務提携の交渉に際しての交渉力の強化」を目的と掲

げつつも、当社に事前連絡のないまま当社株式の買増しを進める特定株主グループに対し

て、当社株式の大規模買付行為を行おうとする場合に遵守すべきルールを策定し、その遵

守を求めるとともに、特定株主グループが本プランを遵守しない場合、及び特定株主グル

ープによる大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を損なうも

のであると判断される場合の対抗措置を定めるものです。なお、当社は、本プランの運用

に関して、当社社外取締役３名からなる独立委員会を設置しております。 
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本プランでは、当社が、一定の期限を定めた上で、大規模買付行為等（金融商品取引法

第27条の２第７項に定める特別関係者や同法第27条の23第５項に定める共同保有者等とあ

わせて、株券等所有割合が20%以上となる当社株式を取得等する行為を指します。）を行う

予定の有無の確認を行います。また、当社による上記意思確認の有無にかかわらず、大規

模買付者は、大規模買付行為等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、大規模買付行為

等の内容の検討に必要な情報及び買付提案書を提出しなければならないものとします。 

当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供す

るものとし、大規模買付者による情報の提供が十分になされたと判断した場合、速やかに

大規模買付者及び独立委員会に通知します。当社取締役会は、大規模買付者に対する当該

通知の発送日の翌日から60日以内（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社

の全ての株券等の買付けの場合）又は90日以内（その他の大規模買付行為等の場合）に、

必要に応じて当社から独立した地位にある第三者の助言を得ながら、大規模買付者から提

供された情報を十分に評価・検討し、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、適時

かつ適切に株主の皆様に情報開示を行います。 

なお、独立委員会は、大規模買付者が本プランに規定する手続につきその重要な点にお

いて違反した場合で、当社取締役会がその是正を書面により大規模買付者に対して要求し

た後５営業日（初日不算入）以内に当該違反が是正されない場合には、原則として、当社

取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。他方で、独立委員会は、大規模買付者

が本プランに規定する手続を遵守した場合には、原則として、当社取締役会に対して対抗

措置の発動を行わないよう勧告します。但し、本プランに規定する手続が遵守されている

場合であっても、当該大規模買付行為等が当社の企業価値・株主の皆様共同の利益を著し

く損なうものであると認められ、かつ対抗措置の発動が相当と判断される場合には、例外

的措置として、対抗措置の発動を勧告する場合があります。当社取締役会は、独立委員会

の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社の企業価値・株主の皆様共同

の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の発動又は不発動その他必要な決

議を行うものとします。 

なお、独立委員会から対抗措置の発動又は不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場

合であっても、当社取締役会は、独立委員会に対する諮問に加え、株主意思確認総会を開

催することが実務上適切と判断した場合には、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に

問うべく株主意思確認総会を開催することができるものとします。 



― 10 ―  

(4) 本プランが、基本方針に沿うものであり、株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、

かつ、会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由 

当社取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿うものであり、当社の株主

の皆様共同の利益等に合致するものであって、当社役員の地位の維持を目的とするもので

はないと判断しております。 

① 平時の買収防衛策に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること 

本プランは、平時に導入されるいわゆる買収防衛策とは異なるものではありますが、経

済産業省及び法務省が2005年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の内容、経済産業省企業価値研究会2008年６月30

日付け報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容、経済産

業省が2023年８月31日に公表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利

益の確保に向けて―」並びに、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス • コード」

（2021年６月11日の改訂後のもの)の「原則１－５.いわゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえ

て策定されています。 

② 株主意思の尊重（株主の皆様のご意思を直接的に反映する仕組みであること） 

本プランは、株主総会においてご承認いただいた後も、①その後の当社の株主総会にお

いて本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更

又は廃止されることになり、かつ、②当社の株主総会において選任された取締役で構成さ

れる当社取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点

で廃止されるものとしております。さらに、本プランに基づく対抗措置の発動に際して

も、独立委員会から当社の株主意思を確認するべきである旨の勧告が行われた場合、株主

総会を開催し、当社の株主の皆様の意思確認を経ることとします。 

③ 取締役の恣意的判断の排除 

当社は株主意思の尊重の観点から、株主総会において、本プランの継続に関して株主の

皆様からご承認をいただけない場合にあっては、株主の皆様のご意思に従い本プランは有

効期間の満了により失効することとなりますので、当社取締役会の恣意的な判断により本

プランが継続されることはありません。加えて、当社は、本プランの必要性及び相当性を

確保し、経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止するために、対抗措置の

発動の是非その他本プランに則った対応を行うに当たって必要な事項について、独立社外

取締役３名からなる独立委員会の勧告・判断を受けるものとしています。 
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連 結 注 記 表 

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 

当社は当連結会計年度より連結計算書類を作成しております。連結計算書類の作成のための基本となる重要

な事項は以下のとおりであります。 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 株式会社キャナルジーン 

なお、当連結会計年度において、株式会社キャナルジーンの全株式を取得し子会社化したことに伴い、

当連結会計年度より同社を連結の範囲に含めております。 

② 非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 株式会社TRYVISION

連結の範囲から除いた理由 

総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等が、いずれも連結

計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。 

(2) 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称等 

持分法を適用しない非連結子会社の名称 株式会社TRYVISION

持分法を適用しない理由 

当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いて

も連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から

除外しております。 

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項 

株式会社キャナルジーンの決算日は、10月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日 

（2024年10月31日）現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

(4) 会計方針に関する事項 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、 

売却原価は移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 
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ロ．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商品及び原材料 先入先出法による原価法 

製品 総平均法による原価法 

仕掛品 ロット別の個別原価法 

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 

なお、建物の主な耐用年数は23～44年であります。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。

ハ．賃貸不動産 

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 

なお、建物の主な耐用年数は47年であります。

ニ．リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

③ 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

④ 退職給付に係る会計処理の方法 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

イ．退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。 

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

⑤ のれんの償却方法及び償却期間 

のれんは、８年間で均等償却しております。 
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⑥ 重要な収益及び費用の計上基準 

当社グループは、主に婦人服及びアクセサリー類の販売を行っております。このような製品及び商品の

販売については、顧客に製品及び商品それぞれを引き渡した時点で収益を認識しております。 

⑦ 重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法 

金利スワップのみであり、特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金

ハ．ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。 

 

２．収益認識に関する注記 

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

(単位：千円) 

 報告セグメント  

合計 
フォーマル事業 

ライフスタイル
事業 

計 

ブラックフォーマル 9,923,144 － 9,923,144 9,923,144 

カラーフォーマル 2,645,894 － 2,645,894 2,645,894 

アクセサリー類 2,437,309 － 2,437,309 2,437,309 

婦人服飾雑貨 － 694,155 694,155 694,155 

顧客との契約から生じる収益 15,006,348 694,155 15,700,503 15,700,503 

外部顧客への売上高 15,006,348 694,155 15,700,503 15,700,503 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報 

「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記」の「重要な収益及び費用の計上基

準」に記載のとおりであります。 
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(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

① 契約資産及び契約負債の残高等 

(単位：千円) 

 当連結会計年度 

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,561,616 

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,500,621 

契約資産（期首残高） 77,974 

契約資産（期末残高） 53,327 

契約負債（期首残高） 220,040 

契約負債（期末残高） 163,542 

契約資産は、顧客から返品されると見込まれた商品及び製品を回収する権利に関するものであります。

契約負債は、返品されると見込まれた商品及び製品について、顧客から受け取る対価を返金すると見込 

む部分に関するものであります。収益の認識に伴い、契約負債は取り崩され、顧客との契約から生じた債

権が減額されます。 

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、220,040千

円であります。 

② 残存履行義務に配分した取引価格 

履行義務の当初に予想される契約期間が１年以内であるため、残存履行義務の情報の注記を省略してお

ります。 

 

３．会計上の見積りに関する注記

棚卸資産の評価 

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した商品及び製品は4,476,948千円であります。連結損益計算書

に計上した、商品及び製品の評価減の金額は56,315千円であります。 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

棚卸資産のうち、商品及び製品は、婦人フォーマルウェア及びアクセサリー類であります。全国の百貨店

及び量販店等に卸売販売をしており、一部はネット販売も含めた直営店舗で直接販売をしております。 

製品・商品ともに、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によって評価しております。 

帳簿価額と連結会計年度末における過去実績による正味売却価額をもとに評価し、正味売却価額が帳簿価

額を下回る場合には、正味売却価額を貸借対照表価額としております。一定の期間経過後の製品・商品につ

いては、同様のブランドの過去実績により算出した正味売却価額まで簿価切下げを行っております。 

基準とする販売消化率の達成状況や経過年数などにより販売可能性が低下していると判断した在庫につい

ては、随時、評価し、処分見込額まで簿価切下げを行っております。 
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製品・商品の評価減の基礎となる主要な仮定は、直近の販売実績や基準とする販売消化率の達成状況から

予測する販売単価であります。 

なお、当該見積りは将来の不確実な経済状況の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の販売

実績が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、簿価切下げによる製品・商品の評

価減の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

 

４．追加情報 

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 

当社は、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託（Ｊ－Ｅ Ｓ

ＯＰ）」（以下「本制度」という。）を導入しております。 

① 取引の概要 

本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が一定の要件を満たした場合に

当該従業員に対し自社の株式を給付する仕組みです。 

当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、一定の要件を満たした場合に獲得したポイント

に相当する自社の株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭

により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業員の勤

労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。 

② 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 

2015年３月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。 

③ 信託が保有する自社の株式に関する事項 

イ．信託における帳簿価額は40,249千円であります。信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株

式として計上しております。 

ロ．期末株式数は43,700株であり、期中平均株式数は37,228株であります。期末株式数及び期中平均株式数

は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 

 

５．連結貸借対照表に関する注記 

(1) 担保資産 

① 担保に供している資産 

建物 615,669千円 

構築物 18,587千円 

工具器具備品 2,775千円 

土地 157,290千円 

資産計 794,322千円 
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② 担保に係る債務 

1年内返済予定の長期借入金 40,000千円 

長期借入金 570,000千円 

債務計 610,000千円 
 

(2) 資産から直接控除した減価償却累計額 

有形固定資産 2,875,683千円 

賃貸不動産 162,243千円 

(3) 当座貸越契約に係る借入未実行残高 

当座貸越極度額の総額 2,400,000千円

借入実行残高  － 
 

差引額 2,400,000千円 
 

(4) 財務制限条項 

当社が、取引銀行４行と締結している賃貸マンションの建設費用のタームローン契約には、次の財務制限

条項が付されています（契約ごとに条項がことなるため、主なものを記載しております）。 

① 当事業年度末における当社の貸借対照表の純資産の部の金額が、前事業年度末の金額の80％以上を維

持すること。 

② 当事業年度末における当社の貸借対照表の自己資本比率を50％以上に維持すること。 

③ 当事業年度末における当社の損益計算書の経常損益が２期連続して損失とならないこと。 

 

６．連結損益計算書に関する注記 

(1) 減損損失 

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 
 

場所 用途 種類 減損損失 

岡山県岡山市他（直営店舗４店舗） 直営事業用資産 工具器具備品 6,497千円 

当社グループは、原則として直営事業用資産については店舗ごとにグルーピングを行っております。 

直営店舗については、継続して当初の事業計画より収益性が著しく低下している４店舗の帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。 

なお、回収可能価額は、直営店舗については使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フロ

ーに基づく使用価値がマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。 
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７．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 3,860,000 － － 3,860,000 

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効力発生日 

2024年３月28日
定時株主総会 

普通株式 104,098千円 30円 2023年12月31日 2024年３月29日 

(注) 「配当金の総額」には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が、基準日現在に保有する自社の株式 

39,500株に対する配当金1,185千円が含まれております。 

(3) 連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

2025年３月28日開催の定時株主総会に、次のとおり付議いたします。

普通株式の配当に関する事項 

① 配当金の総額 156,854千円 

② 配当の原資 利益剰余金 

③ １株当たり配当額 45円 

④ 基準日 2024年12月31日 

⑤ 効力発生日 2025年３月31日 

(注) 「配当金の総額」には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が、基準日現在に保有する自社の株式 

43,700株に対する配当金1,966千円が含まれております。 

 

８．金融商品に関する注記 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 

当社グループの資金調達については、事業計画に基づき必要な運転資金を主として自己資金で賄ってお

り、必要に応じて銀行借入により調達しております。なお、デリバティブ取引については、投機的な取引

は行わない方針であります。 

② 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。 

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており

ます。 

営業債務である電子記録債務及び買掛金は、ほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。 
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借入金は、賃貸不動産の取得に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で 

16年後であります。 

デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。有

効性の評価については、特例処理の要件を満たしているため、省略しております。 

③ 金融商品に係るリスク管理体制 

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権については、経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主要な取

引先に関しては定期的に売上債権残高と滞留月数をモニタリングすることによりリスクの低減を図ってお

ります。 

ロ．市場リスクの管理 

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、市況や取引先企

業との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。 

デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引であり、取締役

会の承認を得て行っております。 

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社グループでは、定期的に資金繰り計画を作成・更新するとともに、一定の手許流動性を維持するこ

とにより流動性リスクを管理しています。 

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては変動要因を織込んでいるため、異なる前提条件を採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。 

 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

(単位：千円) 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

① 投資有価証券 

その他有価証券(注２) 

 

1,374,379 

 

1,374,379 

 

－ 

資産計 1,374,379 1,374,379 － 

① 長期借入金(注３) 631,120 586,060 △45,059 

負債計 631,120 586,060 △45,059 

(注) １．「現金及び預金」「売掛金」「電子記録債務」「買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 
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２．市場価格のない株式等は、「その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表

計上額は以下のとおりであります。 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 189,017 

３．1年内返済予定の長期借入金も長期借入金に含めております。 

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格より算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 

その他有価証券

株式 

 

 

 

1,374,379 

 

 

 

－ 

 

 

 

－ 

 

 

 

1,374,379 

資産計 1,374,379 － － 1,374,379 

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品 

 

区分 

時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 － 586,060 － 586,060 

負債計 － 586,060 － 586,060 
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(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券 

上場株式は取引所の価格によっており、市場の活発性に基づきレベル１に分類しております。 

 

長期借入金 

長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、変動金利による長期借入金は金利スワ

ップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を用いて算定

しております。 

 

９．賃貸等不動産に関する注記 

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社グループは、東京都において、賃貸用マンション（土地を含む）を有しております。 

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項 

(単位：千円) 

連結貸借対照表計上額 時価 

794,322 2,293,500 

(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

２．時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づきます。 

ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映してい

ると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金

額によっております。 
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10. １株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 2,952円78銭 

(2) １株当たり当期純利益 145円40銭 

(注) １．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益 500,571千円

普通株主に帰属しない金額  － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 500,571千円 

普通株式の期中平均株式数 3,442,720株 

２．株主資本において自己株式として計上されている株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有

する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己

株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式

数に含めております。 

１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は37,228株であり、１株

当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は43,700株であります。 

11. 企業結合等に関する注記

取得による企業結合 

当社は、2024年４月15日開催の取締役会において、株式会社キャナルジーンの発行済株式を取得し、子会

社化することについて決議し、同日付で株式譲渡の契約を締結し、2024年４月23日付で全株式を取得いたし

ました。 

(1) 企業結合の概要 

① 被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称 株式会社キャナルジーン

事業の内容   婦人服飾雑貨販売 

② 企業結合を行った主な理由 

当社は、ミッションとして「大切な想いの、すぐそばに。」を掲げ、人生の節目と日々の暮らしに寄り添

うことで、自分らしく凛と美しく生きられる世の中の実現に向けて、「人を想う気持ちに寄り添い、“生き

る”をもっと、美しく。」というビジョンのもと、創業からのフォーマル事業に加え、ライフスタイル事業を

強化することで、持続的な成長を目指しております。 

株式会社キャナルジーンは、レディースファッションを中心にＥコマースと実店舗を運営しており、Ｓ 

ＮＳの感度の高いスタッフからの積極的な発信により、30代を中心に20代から40代の幅広い世代から支持

を得て、堅調に成長しております。特に、自社サイトやファッションモールでの販売に強みを持ち、高い 

ＥＣ化率を実現しております。この度、ライフスタイル事業を拡大するにあたり、両社が得意とする領域

を相互に補完して収益力を強化することで、成長性が見込めるものと判断し、子会社化することといたし

ました。 
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③ 企業結合日 

2024年４月23日(2024年４月30日をみなし取得日といたします。) 

④ 企業結合の法的形式 

現金を対価とする株式取得 

⑤ 結合後企業の名称

変更ありません。 

⑥ 取得した議決権比率 

100％ 

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠 

当社が現金を対価として株式を取得したためであります。 

(2) 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間 

2024年５月１日から2024年10月31日まで 

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 790,000千円 
 

取得原価 790,000千円 

(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等44,070千円 

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

① 発生したのれんの金額 

459,765千円 

② 発生原因 

主に今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。 

③ 償却方法及び償却期間 

８年間にわたる均等償却 

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 
 

流動資産 

固定資産 

321,907千円 

87,611千円 

資産合計 409,518千円 

流動負債 57,661千円 

固定負債 21,622千円 

負債合計 79,284千円 
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貸 借 対 照 表 

（2024年12月31日現在） 
(単位：千円) 

科 目 金 額  科   目 金 額 

（資 産 の 部）
流 動 資 産 

現 金 及 び 預
電 子 記 録 債
売   掛 
契 約 資
商 
製 
仕 掛 
原 材 
前  払  費 
短 期 貸  付 
そ の 他 の 流 動 資
貸 倒 引 当 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 
構 築 
機 械 装 
工 具 器 具 備
土 
リ ー ス 資 

無 形 固 定 資 産 
電 話 加 入
リ ー ス 資 

投資その他の資産 
投 資 有 価 証
関 係 会 社 株
長 期 貸 付
繰 延 税 金 資 
敷 金 及 び 保 証
長 期 前 払 費
賃 貸 不 動
そ の 他 の 投 
貸 倒 引 当 

 
金
権
金
産
品
品
品
料
用
金
産
金 

 
物
物
置
品
地
産 

権
産 

券
式
金
産
金
用
産
資 
金 

8,134,224 
1,593,565 

8,685 
1,450,939 

53,327 
500,272 

3,920,022 
406,959 
4,264 

176,271 
7,172 
13,304 
△559 

6,168,104 
2,367,248 

450,004 
0 

4,725 
200,324 

1,656,362 
55,832 
170,717 
6,770 

163,947 
3,630,138 
1,522,397 
875,070 
20,124 
53,373 
362,277 
2,581 

794,322 
2,556 

△2,563 

（負 債 の 部）
流 動 負 債 

支    払    手    形
電 子 記 録 債 務
買    掛    金 
1 年内返済予定の長期借入金
リ   ー   ス   債   務
未    払    金 
未    払    費    用
未 払 法 人 税 等
未 払 事 業 所 税
契    約    負    債  
預    り    金 
前    受    収    益
資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 流 動 負 債 

固 定 負 債 
長   期   借   入   金
リ   ー   ス   債   務
退 職 給 付 引 当 金 
資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 固 定 負 債 

2,849,617 
77,739 

1,187,349 
496,375 
40,000 
101,154 
390,475 
283,194 
61,192 
10,867 
163,542 
35,095 

502 
2,065 

63 
1,376,975 
570,000 
58,960 
501,591 
209,137 
37,285 

負 債  合  計 4,226,593 
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 
資 本 金
資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 
利 益 剰 余 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式
評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

9,457,497 
4,049,077 
3,732,777 
3,732,777 
2,221,726 
2,221,726 
2,221,726 
△546,083 
618,238 
618,238 

純 資 産  合 計 10,075,736 

資 産 合 計 14,302,329 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,302,329 

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 

（2024年１月１日から2024年12月31日まで） 
(単位：千円) 

科 目 金 額 

売上高  15,006,348 

売上原価  7,324,498 

売上総利益  7,681,849 

販売費及び一般管理費  7,415,058 

営業利益  266,791 

営業外収益   

受取利息及び配当金 45,557  

賃貸料収入 102,729  

その他の営業外収益 12,571 160,858 

営業外費用   

支払利息 10,616  

賃貸費用 43,250  

その他の営業外費用 2,846 56,713 

経常利益  370,936 

特別利益   

投資有価証券売却益 85,128 85,128 

特別損失   

減損損失 6,497 6,497 

税引前当期純利益  449,567 

法人税、住民税及び事業税 90,538  

法人税等調整額 △182,307 △91,768 

当期純利益  541,335 

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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株主資本等変動計算書 
（2024年１月１日から2024年12月31日まで） 

(単位：千円)
 

  株 主 資 本 

資  本  金  
資  本  剰  余  金  

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

当  期  首  残  高  4,049,077 3,732,777 － 3,732,777 

当  期  変  動  額      

剰 余 金 の 配 当     

当 期 純 利 益     

自 己  株  式  の  取  得     

自 己  株  式  の  処  分   △10,294 △10,294 

自己株式処分差損の振替   10,294 10,294 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

    

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 

当  期  末  残  高  4,049,077 3,732,777 － 3,732,777 

 

  株 主 資 本  

利  益  剰  余  金  

利益準備金 
その他利益剰余金 

利益剰余金合計 
別途積立金 繰越利益剰余金 

当  期  首  残  高  － － 1,794,782 1,794,782 

当  期  変  動  額      

剰 余 金 の 配 当   △104,098 △104,098 

当 期 純 利 益   541,335 541,335 

自 己  株  式  の  取  得      

自 己  株  式  の  処  分      

自己株式処分差損の振替   △10,294 △10,294 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

    

当 期 変 動 額 合 計 － － 426,943 426,943 

当  期  末  残  高  － － 2,221,726 2,221,726 

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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(単位：千円) 

 株 主 資 本 評価・換算差額等  

純資産合計 
自  己  株  式  株主資本合計 

その他有価証券
評価差額金 

当  期  首  残  高  △567,034 9,009,603 354,795 9,364,399 

当  期  変  動  額      

剰 余 金 の 配 当  △104,098  △104,098 

当 期 純 利 益  541,335  541,335 

自 己  株  式  の  取  得 △14,437 △14,437  △14,437 

自 己  株  式  の  処  分 35,387 25,093  25,093 

自己株式処分差損の振替  －  － 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

  
263,443 263,443 

当 期 変 動 額 合 計 20,950 447,893 263,443 711,337 

当  期  末  残  高  △546,083 9,457,497 618,238 10,075,736 

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、 

売却原価は移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商品及び原材料 先入先出法による原価法 

製品 総平均法による原価法 

仕掛品 ロット別の個別原価法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月以降に取得した

建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 

なお、建物の主な耐用年数は23～44年であります。 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。 

③ 賃貸不動産 

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月以降に取得した

建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 

なお、建物の主な耐用年数は47年であります。 

④ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

(3) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 
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イ．退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。 

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

(4) 収益及び費用の計上基準 

主に婦人フォーマルウェアの製造、販売並びにこれに付随するアクセサリー類の販売を行っておりま

す。このような製品及び商品の販売については、顧客に製品及び商品それぞれを引き渡した時点で収益を

認識しております。 

 

２．収益認識に関する注記 

収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表と同一であります。 

 

３．会計上の見積りに関する注記

棚卸資産の評価 

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 

当事業年度の貸借対照表に計上した商品及び製品は4,420,294千円であります。損益計算書に計上し

た、商品及び製品の評価減の金額は56,315千円であります。 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

棚卸資産のうち、商品及び製品は、婦人フォーマルウェア及びアクセサリー類であります。全国の百

貨店及び量販店等に卸売販売をしており、一部はネット販売も含めた直営店舗で直接販売をしておりま

す。 

製品・商品ともに、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によって評価しております。 

帳簿価額と事業年度末における過去実績による正味売却価額をもとに評価し、正味売却価額が帳簿価 

額を下回る場合には、正味売却価額を貸借対照表価額としております。一定の期間経過後の製品・商品

については、同様のブランドの過去実績により算出した正味売却価額まで簿価切下げを行っておりま

す。 

基準とする販売消化率の達成状況や経過年数などにより販売可能性が低下していると判断した在庫に

ついては、随時、評価し、処分見込額まで簿価切下げを行っております。 

製品・商品の評価減の基礎となる主要な仮定は、直近の販売実績や基準とする販売消化率の達成状況

から予測する販売単価であります。 

なお、当該見積りは将来の不確実な経済状況の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の

販売実績が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、簿価切下げによる製品・商品の評

価減の金額に重要な影響を与える可能性があります。 
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４．追加情報 

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 

当社は、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託（Ｊ－ Ｅ

ＳＯＰ）」（以下「本制度」という。）を導入しております。 

(1) 取引の概要 

本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が一定の要件を満たした場

合に当該従業員に対し自社の株式を給付する仕組みです。 

当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、一定の要件を満たした場合に獲得したポイ

ントに相当する自社の株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定

した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入によ

り、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されま

す。 

(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 

2015年３月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。 

(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項 

① 信託における帳簿価額は40、249千円であります。信託が保有する自社の株式は株主資本において自己

株式として計上しております。 

② 期末株式数は43,700株であり、期中平均株式数は37,288株であります。期末株式数及び期中平均株式

数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 

 

５．貸借対照表に関する注記 

(1) 担保資産 

① 担保に供している資産 

建物 615,669千円 

構築物 18,587千円 

工具器具備品 2,775千円 

土地 157,290千円 

資産計 794,322千円 
 

② 担保に係る債務 

1年内返済予定の長期借入金 40,000千円 

長期借入金 570,000千円 

債務計 610,000千円 
 

(2) 資産から直接控除した減価償却累計額 

有形固定資産 2,813,847千円 

賃貸不動産 162,243千円 
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(3) 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務 

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりでありま

す。 

関係会社に対する短期金銭債権   8,835千円

関係会社に対する長期金銭債権   12,800千円

関係会社に対する短期金銭債務 328千円 

(4) 当座貸越契約に係る借入未実行残高 

当座貸越極度額の総額 2,400,000千円

借入実行残高  － 
 

差引額 2,400,000千円 
 

 

(5) 財務制限条項 

賃貸マンションの建設費用のタームローン契約には、次の財務制限条項が付されています（契約ごとに

条項がことなるため、主なものを記載しております）。 

① 当事業年度末における貸借対照表の純資産の部の金額が、前事業年度末の金額の80％以上を維持する

こと。 

② 当事業年度末における貸借対照表の自己資本比率を50％以上に維持すること。 

③ 当事業年度末における損益計算書の経常損益が２期連続して損失とならないこと。 

 

６．損益計算書に関する注記 

(1) 減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 
 

場所 用途 種類 減損損失 

岡山県岡山市他（直営店舗４店舗） 直営事業用資産 工具器具備品 6,497千円 

当社は、直営事業用資産については店舗ごとにグルーピングを行っております。 

直営店舗については、継続して当初の事業計画より収益性が著しく低下している４店舗の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。 

なお、回収可能価額は、直営店舗については使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フ

ローに基づく使用価値がマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。 

(2) 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引（支出分） 636千円 

営業取引以外の取引（収入分） 3,541千円 
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７．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度の末日における自己株式の数 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 429,558 18,094 29,600 418,052 

(変動事由の概要) 

単元未満株式の買取りによる増加 594株 

株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）取得による増加 17,500株

株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）給付による減少 13,300株

譲渡制限付株式報酬としての処分による減少 16,300株 

(注) 「自己株式の数」には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する自社の株式を含めておりま

す。当事業年度期首は39,500株、当事業年度末は43,700株であります。 
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８．税効果会計に関する注記 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 

税務上の繰越欠損金(注)２ 401,993千円 

契約負債 33,747千円 

未払事業税 13,495千円 

退職給付引当金 153,587千円 

税務上の繰延資産 38,188千円 

投資有価証券評価損 20,238千円 

資産除去債務 64,670千円 

その他 54,957千円 

繰延税金資産小計 780,878千円 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２ △245,338千円 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △198,918千円 

評価性引当額小計(注)１ △444,256千円 

繰延税金資産合計 336,622千円 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △245,933千円 

その他 △37,315千円 

繰延税金負債計 △283,249千円 

繰延税金資産純額 53,373千円 

(注)１．評価性引当額が264,195千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る

評価性引当額の減少によるものであります。 

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

 
１年以内 

１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 合計 

税務上の繰越欠損金(a) － － － － － 401,993 401,993千円 

評価性引当額 － － － － － △245,338 △245,338千円 

繰延税金資産 － － － － － 156,655 156,655千円 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 
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(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率との差異原因の項目別内訳 

法定実効税率 30.6％ 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.6％ 

住民税均等割 7.9％ 

評価性引当額の増減 △58.8％ 

その他 △0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △20.4％ 
 

 

９．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 2,927円34銭 

(2) １株当たり当期純利益 157円24銭 

(注) １．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

当期純利益 541,335千円 

普通株主に帰属しない金額 － 

普通株式に係る当期純利益 541,335千円 

普通株式の期中平均株式数 3,442,720株 

２．株主資本において自己株式として計上されている株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有

する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己

株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式

数に含めております。 

１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数37,228株であり、１株当

たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は43,700株であります。 
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計算書類に係る会計監査人の監査報告 

独立監査人の監査報告書 

 

 

 

 2025年２月26日  

株式会社東京ソワール

取締役会 御中 

 

 

 監査法人アヴァンティア  

東京事務所 

指 定 社 員 公認会計士 木 村 直 人 
業務執行社員   
指 定 社 員 公認会計士 吉 田 圭 佑 
業務執行社員   

監査意見 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社東京ソワールの2024年１月１日か
ら2024年12月31日までの第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。 

監査意見の根拠 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。 
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 



― 35 ―  

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。 

計算書類等の監査における監査人の責任 
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
・  計算書類等に対する意見を表明するために、計算書類等に含まれる構成単位の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関し
て責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた
めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 
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